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（２）認知症対策の強化

○　認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、認知症の早期発見・診断・対応に
取り組むほか、地域の医療・介護関係者等の連携を推進し、認知症の人が状態に応じて適
切な医療・福祉・介護の支援を受けることができる体制を構築します。

認知症医療を取り巻く現状 
○　要介護（要支援）認定を受けている高齢者のうち、何らかの認知症の症状を有する人は、
平成２３年 1月時点で約３２万人に上り、平成３７年には約５２万人に増加すると推計され
ています。また、若年性認知症の人は、平成１９年の厚生労働省調査結果から算出すると、
約４千人と推計されています。

○　何らかの認知症の症状がある人の約 7割は在宅（居宅）で生活しており、独居や夫婦のみ
世帯の高齢者の増加が推測されています。

○　都では、認知症サポート医の養成（平成２５年３月現在４７１名）や、かかりつけ医・看
護師の認知症対応力を向上するための研修に取り組んでいます。また、認知症の治療を行う
専門病棟を有する精神科病院を支援し、認知症患者に対する適切な入院医療の確保を図って
います。

○　平成２４年４月からは、東京都認知症疾患医療センターを指定して（平成２５年１月現在
１２か所）、専門医療相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状への対応、地域連携の推進、
人材育成等を実施しています。

認知症医療における課題 
○　認知症の人の多くは在宅で生活しており、住み慣れた地域での生活の継続を望んでいます。
そのためには、認知症の早期発見・早期診断と、診断に基づいて早期から適切な医療・福祉・
介護の支援を受けることが重要です。

○　今後急増する見込みである認知症の人を支えていくためには、医療提供施設同士がその機
能や特性を十分活かした形で連携することはもちろん、医療・介護従事者それぞれが認知症
対応力の向上を図り、医療と介護の連携を推進していく必要があります。

○　また、認知症の人が身体合併症を患ったとき又は行動・心理症状が悪化したときに、入院
先を探すのに困難を来す場合があるため、早期に適切な対応のできる病院等へ受け入れるた
めの体制・仕組みづくりが必要です。
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施策目標と主な具体的取組 
（目標１）地域連携の推進と専門医療の提供を図る
《具体的な取組》

１　認知症疾患医療センターの整備
○　認知症疾患医療センターが実施している専門医療相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心
理症状への対応、地域連携の推進、人材育成等の取組を進めていきます。

○　認知症の診断を担う医療機関の確保、地域の医療機関の役割分担、各関係機関の連携の在
り方について検討した上で、認知症疾患医療センターの整備を進めていきます。

２　地域連携の推進
○　地域連携の推進のために、認知症疾患医療センターが開催する認知症医療・介護連携協議
会等を活用して、医療提供施設同士、更には医療と介護の連携を進めていきます。

○　「認知症ケアパス」や「退院支援・地域連携クリティカルパス」導入の検討を進めていきます。

○　区市町村において、認知症施策の推進を図り、地域の実情に応じた医療と介護の連携体制
を構築していきます。

３　専門医療の提供
○　認知症の診断、薬物治療、身体合併症と行動・心理症状への対応等の専門医療の提供につ
いて、認知症疾患医療センターと地域の医療機関で役割分担を図る等して、今後増加する認
知症の人に対応できる体制を整えていきます。
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○　身体合併症を患ったとき又は行動・心理症状が悪化したときに対応できる医療機関等を確
保するとともに、地域連携の推進や医療・介護従事者の認知症対応力の向上を図ることにより、
身体合併症や行動・心理症状を有する認知症の人を地域で受け入れる体制づくりを進めてい
きます。

地域連携のイメージ

（目標２）認知症の早期発見・診断・対応を可能とする取組を推進する
《具体的な取組》
○　看護師や保健師等の医療職を認知症コーディネーターとして区市町村の地域包括支援セン
ター等に配置し、かかりつけ医や介護事業者等と連携して認知症の疑いのある高齢者を訪問
するなど、認知症の早期発見施策を推進します。

○　認知症疾患医療センター等に医師・看護師・精神保健福祉士等で構成する認知症ア
ウトリーチチームを配置し、認知症コーディネーターからの依頼に基づき、認知症の
疑いのある受診困難者を訪問して診断を行うなど、早期診断・早期対応の取組を推進
します。

○　都民に認知症について正しい知識を得てもらい、認知症が疑われる場合に速やかに相談・
受診してもらうことを目的として、本人や家族が簡便にチェックして認知症の疑いを判別で
きるチェックシートを作成し、パンフレットに盛り込んで広く配布するなど、認知症に関す
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る普及啓発を充実します。
　

（目標３）専門医療や介護、地域連携を支える人材を育成する
《具体的な取組》
○　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターを都内における認知症医療従事者等の研修
の拠点と位置付け、各認知症疾患医療センターが実施する地域向けの研修を支援することに
より、都内全体のレベルアップを図っていきます。

○　多職種が一堂に会する研修を実施し、認知症サポート医、かかりつけ医、一般病院の医療
従事者、薬剤師、介護事業者等の認知症に携わる医療・介護従事者の認知症対応力を向上す
るとともに、顔の見える関係づくりを進めます。

○　急性期治療に関わる看護師向けに、入院から退院後の在宅生活まで視野に入れた認知症ケ
アについての研修を実施し、認知症の人が病院で治療を受けることと、退院後に元の生活に
戻ることができることを促進していきます。

○　区市町村や地区医師会が実施する認知症対応力向上研修について、認知症疾患医療センター
が講師を派遣する等して、支援していきます。

○　認知症介護に関する専門的研修を実施し、技術の向上を図ります。

（目標４）地域での生活・家族の支援を強化する
《具体的な取組》

１　区市町村と協働した地域包括ケアシステム実現に向けた取組の推進
○　認知症の人が安心して暮らせる住まいの確保に向けて、認知症高齢者グループホーム、特
別養護老人ホーム、都市型軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の整備を進める
とともに、サービスの質の確保を図っていきます。

○　認知症の人と家族が住み慣れた地域で安心して生活できるように、在宅療養支援のための
取組を推進します（詳細は第１章第４節を参照）。また、小規模多機能型居宅介護事業所等の
地域密着型サービスの整備を進めていきます。

　
○　医療機関の専門職と連携した介護者支援の会の取組を広めていきます。
　
○　区市町村や地域包括支援センターが開催する地域ケア会議の取組を支援していきます。

○　認知症の人と家族を地域で支え、見守るために、区市町村、地域包括支援センター、医療機関、
介護事業者、認知症サポーター・ボランティア等の地域の多様な人材や社会資源によるネッ
トワークづくりを進めます。特に独居や夫婦のみ世帯等の認知症高齢者に対する支援の在り
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方について、検討を進めていきます。
　
○　高齢者の虐待防止等の権利擁護の取組を推進するとともに、区市町村における市民後見人
の育成とその活動の支援等を図ります。

２　若年性認知症対策の推進
○　東京都若年性認知症総合支援センター（平成２４年５月開設）におけるワンストップの相
談窓口や産業医に対する普及啓発など、若年性認知症の人に対する支援策を進めていきます。

３　認知症の予防と治療についての取組の推進
○　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターと公益財団法人東京都医学総合研究所にお
いて、アルツハイマー病の治療法の研究、生活習慣と認知症予防との関連等、認知症の発症
予防や治療に向けた研究を進めていきます。

○　区市町村における認知症の予防につながる取組を支援していきます。

【評価指標】

区　　分 現　状 目　標

認知症疾患医療センターの指定数 １２か所 増やす

認知症退院患者の平均在院日数 ３３３日 短くする

新規認知症治療病棟入院患者の２か月以内退院率 ２３．７％ 上げる

認知症疾患医療センターにおける認知症の医療・
介護従事者による多職種協働研修の実施 － 全センターで実施


